
参考資料 

よくある質問 

 

Ｑ１ 「市民活動団体等」とはどのような団体のことですか？ 

 

Ａ１ 市民協働推進事業補助金の対象となる「市民活動団体等」とは、営利活動、政治活動又

は宗教活動を目的としない団体のうち、市内に主たる事務所を有し又は市内で活動実績が

ある団体を言います。 

 

具体的には次のような団体が該当します。 

特定非営利活動法人 / 法人格を取得していない市民活動団体 / 町内会・自治会 など 

 

 

Ｑ２ 選定事業はいつから実施できますか。 

 

Ａ２ 補助金の交付決定日以降となります。交付決定より前に支出した経費は、補助対象とな

りませんのでご注意ください。補助金の交付決定通知は、選考委員会開催後、１月以内を

目処に送付します。 

 

 

Ｑ３ 補助対象となる経費はどのようなものですか。 

 

Ａ３ 提案する事業を実施するために、直接必要な経費です。  

具体的には次のようなものが想定されます。 

   謝礼金 / 旅費 / 手数料 / 賃借料 / 印刷費 / 消耗品費 / 食糧費 など 

   

 団体の運営経費や備品等財産の取得にかかる経費は、原則として対象外です。 

    具体的には次のようなものが想定されます。 

   事務所の地代・家賃・光熱水費の支払い 

長期間の使用又は保存に耐える物品や取得価額が３万円以上のもの 

                                    など 

 

  



参考資料 

Ｑ４ 定款、会則又はこれに代わるものとはどのようなものを提出すれば良いですか？ 

 

Ａ４ 任意様式で構いませんので、次の内容が分かるものをご提出ください。 

  ・ＮＰＯ活動※を行う団体である。 

  ・市内に事務所がある又は活動が市内で行われている。 

  ・会員の資格に関して、不当な条件を付していない。 

  ・代表者や運営方法が決まっている。 

  ・独立した組織による継続的活動を行っている。 

（特定の事業を行うために単年度限りで設立された組織は補助対象外とします。） 

  ・暴力団又はその構成員の統制下にある団体ではない。 

 

※「ＮＰＯ活動」を次のように定義します。 

①自発的・自主的に行う活動 

②盛岡市を基盤とした活動 

③非営利活動 

④公益性を有する活動 

⑤誰に対しても開かれている活動 

⑥政治活動及び宗教活動を目的としない活動 

⑦反社会的ではない活動 

 

（「ＮＰＯ活動促進のための基本方針」平成 16年９月盛岡市  参照） 

 

 

Ｑ５ 選考委員会とは、どのようなものですか。 

 

Ａ５ 選考委員は４名。市民活動団体の役員、学識経験者、市職員等から構成されます。 

   選考委員会では、応募者及び協働担当課が、提案する事業の概要や事業実施による効果

などについて、プレゼンテーションを行います。原則として、事前に提出した申請書によ

り、事業提案を行います。プレゼンテーション後は、委員からの質疑がありますので、そ

の場で応答いただきます。 

   選考委員会の日程や場所は、応募締め切り後１週間程度を目処に、申請団体及び協働担

当課へお知らせします。事業の提案にあたっては、事前に協働担当課と打ち合わせを行っ

てください。 

選考の基準は、募集要領に記載のとおりです。 
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Ｑ６ 応募のスケジュールを教えてください。 

 

Ａ６ 概ね次のようなスケジュールとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働担当課を選定 

担当課と事業内容を打ち合わせ 

提案団体から、協働担当課へ申請書

（案）及び「事業実施に向けたチェッ

クシート（様式第５号）」を提出 

協働担当課から、提案団体へ「事業

実施に向けたチェックシート（様式

第５号）」を回答 

応募期限までに、関係書類を添えて、市民協働推進課へ申請書を提出 

団体内で実施する事業を検討 

市民協働推進課において、書類審査を実施 

応募要件を満たしていることを確認した場合、提案団体及び協働担当課あて、選

考委員会の詳細を通知 

プレゼンテーションの内容について、提案団体と協働担当課で打ち合わせ 

選考委員会へ出席 

選考委員会から１週間～10日を目処に、各団体あて選考結果を通知 

令和８年度は 

５月８日(金)17時 

締め切り 

 

令和８年度は 

５月下旬を予定 

 

「適」の場合 
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Ｑ７ 採択後のスケジュールを教えてください。 

 

Ａ７ 概ね次のようなスケジュールになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象事業を実施 

※必要に応じて※ 

 「前金払請求書」「事業変更（中止・廃止）承認申請書」を提出 

完了検査を受ける。検査項目は主に次のとおり。 

○ 補助対象経費の領収書等の確認 

 ・支出内容は補助対象経費か？ 

 ・領収書等の日付は「補助金交付決定日」以降、事業実施期間内か？ 

 ・領収書等の宛名は、申請団体名であるか？ 

○ 団体の帳簿の確認 

 ・補助金は適正に管理されていたか？ 

選考委員会へ出席 

事業完了 

選考委員会から１月以内を目処に「補助金交付決定通知」が送付される。 

【令和８年度の提出期日】 

「前金払請求書」  

前金払いを受けようとする日の７営業日前 

「事業変更（中止・廃止）承認申請書」 

 変更・中止しようとする７日前 

期日までに「補助事業完了報告書」「事業実績書」「収支決算書」を提出 

※実施事業のプロセス、効果、課題等について検証を行うこと。 

「採択」の場合 

令和８年度は 

令和９年３月 31日（水） 

までに提出 

 

補助事業に関する領収書の写し

や、事業結果が分かる書類につい

て、市へ提出する必要があります。 

※必要に応じて※ 

 「補助金請求書」を提出 令和８年度は 

補助金額確定通知書を受領した日

から起算して 14日以内に提出 


